
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 地山を掘削して形成された切土法面に、草本又は木本を植栽して前記切土
法面を緑化する緑化工法において、
　所定の大きさの孔を多数有すると共に端部に開口が設けられそれぞれの前記開口を同一
方向に向けて重ね合わせた扁平な第１の袋及び第２の袋と、前記第１の袋に充填した客土
材と、前記第２の袋に充填した前記草木本の種子又は木本の苗を含んだ基材と、第１の袋
の前記開口付 第１の袋の底部付近の左右両側に設けられた固定用のリングと、を備
えた切土法面の緑化装置を、
　前記第２の袋を にして切土法面の上側から下側にかけて順次敷設し、 の緑化装置
の底部付近のリングと、その の緑化装置の開口付近のリングとを重ね合わせて同時に
固定することを特徴とする切土法面の緑化工法。
【請求項２】
 前記第２の袋の外側面には、苗用ピットを設けたことを特徴とする請求項１に記載の切
土法面の緑化工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、切土法面の緑化装置及び緑化工法に関し、更に詳細には開削トンネル、トンネ
ル坑口、アンダーピーニングなどの土木工事用法面や根切りなどの建築工事用法面などに
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対する緑化装置及び緑化工法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
切土法面の施工法は、地質、風化程度、施工期間などの条件により異なるが、一般的には
まず所定の高さまで地山を掘削して法面を形成し、次にこの法面に金網を貼り付け、更に
モルタルを吹き付けることにより覆工を形成する。次に、この覆工の上から地山に複数の
穴をあけて補強用の棒状部材を挿入し、この棒状部材の周囲をグラウトなどで補強する。
このような工程を繰り返すことによって、地山の上方から下方にかけて切土施工を進める
。
【０００３】
切土法面を形成した後は、緑化工法によって草本または木本の植栽が行われる。従来の緑
化工法としては、草本を植栽する場合は種子を肥料及び水に混ぜて覆工に吹き付ける種子
散布工法や、これに土を加えて吹き付ける客土材吹き付け工法など、比較的薄層の吹き付
けを行うのが主流であった。また、土、種子、肥料、水、添加剤などを混合した材料をエ
アーで覆工に吹き付ける厚層基材吹き付け工法も行われていた。
【０００４】
一方、木本を植栽する場合には、根の活着に必要な層の厚さが増すため、上述の厚層基材
吹き付け工法か、又はベースとしてファイバー混入土砂を吹き付け、その上に種子散布工
法や客土材吹き付け工法を行っていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の切土法面の緑化工法では、切土法面を金網、モルタル吹き付け及びグラウ
トなどの補強材で安定させた後、草本又は木本の植栽が行われるので、工数が増加すると
共に施工期間が長くなるという問題があった。
【０００６】
また、厚層基材吹き付け工法では、草本としては洋芝等が使用され、木本としてはハギ類
の肥料木等に限定されるので、これらの植生が淘汰されて草本や木本が成育するまで相当
長い期間を要するという問題があった。
【０００７】
更に、吹き付けられた厚層基材には粘結剤が混合されているものの、基材自身が法面に露
出しているため、草本及び木本がある程度まで成長する間に強風雨によって植栽基材が崩
れ落ちてしまって緑化が不完全になることがあった。
【０００８】
本発明の目的は、このような問題点を解決することにあり、施工期間の短縮及び工数低減
が可能で、更に切土法面の緑化を迅速にしかも確実に行うことにより、緑化品質を確保す
ることが可能な切土法面の緑化装置及び緑化工法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は切土法面の緑化装置及び緑化工法であり、前述の技術的課題を解決するために
以下のように構成されている。すなわち、本発明は、地山を掘削して形成された切土法面
に、草本又は木本を植栽して前記切土法面を緑化する

ことを特徴とする。
　また、前記第２の袋の外側面には、苗用ピットを設けることができる。
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緑化工法において、
　所定の大きさの孔を多数有すると共に端部に開口が設けられそれぞれの前記開口を同一
方向に向けて重ね合わせた扁平な第１の袋及び第２の袋と、前記第１の袋に充填した客土
材と、前記第２の袋に充填した前記草木本の種子又は木本の苗を含んだ基材と、第１の袋
の前記開口付近及び第１の袋の底部付近の左右両側に設けられた固定用のリングと、を備
えた切土法面の緑化装置を、
　前記第２の袋を上にして切土法面の上側から下側にかけて順次敷設し、上側の緑化装置
の底部付近のリングと、その下側の緑化装置の開口付近のリングとを重ね合わせて同時に
固定する



【００１０】
本発明の切土法面の緑化装置は、第１の袋の開口と第２の袋の開口が同一の方向に向けら
れているので、客土材及び基材の充填が容易になる。また、第１の袋に客土材が充填され
、第２の袋に基材が充填されているので、強風雨が吹き付けたとしても客土材及び基材が
流されてしまうのを防止できる。更に、第２の袋に充填されている基材中の種子から成長
した草木本又は苗から成長した木本は、袋の多数の孔から外部に伸び出ることができる。
【００１２】
本発明の切土法面の緑化工法は、切土法面の緑化装置を切土法面に敷設するだけで切土法
面を緑化することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る切土法面の緑化装置及び緑化工法の実施の形態について、図面を参照
して詳細に説明する。
【００１４】
図１は、本発明に係る切土法面の緑化装置１を示す。この緑化装置１は、扁平な第１の袋
１１及び第２の袋１２を有している。これらの袋１１、１２は、図２に示すようにメッシ
ュ状で所定の強度、耐久性及び弾性のあるシートで形成されており、所定の大きさ、例え
ば１辺が５ｍｍ程度の多数の角孔１３が設けられている。
【００１５】
図１に示すように、第１の袋１１は一方の端部から他方の端部にかけて徐々に厚くなって
いる。厚さが最大の部分は、木本２０を成育するのに十分な厚さ、例えば２０ｃｍ程度の
厚さになっている。そして、薄い方の端部には、全幅に亘って開口１４が設けられている
。開口１４の付近と底部付近に固定用のリング１５が取り付けられている。
【００１６】
第２の袋１２は第１の袋１１より小さくてほぼ均一な厚さに形成され、片端部には全幅に
亘って開口１６が設けられている。更に、第２の袋１２には、図３にも示すように適宜な
大きさの円形の苗用ピット１７が設けられている。この苗用ピット１７は、第１の袋１１
の厚い部分に対応している。これらの第１の袋１１及び第２の袋１２は、図１に示すよう
に互いの底を合わせて重ねられており、各袋１１、１２の開口１４、１６は同一方向に向
けられている。
【００１７】
第１の袋１１には、客土材１８が充填されている。この客土材１８としては、現地発生土
、樹皮、堆肥、緩効性肥料、超軽量骨材、吸水材等を混合した緑化基材を使用することが
できる。樹脂や超軽量骨材は、軽量化に寄与するのみならず、肥料分や根張り空間を供給
することができる。吸水剤は、粉状あるいは吸水ゲル状で混合して、吸水性及び保水性を
確保することができる。
【００１８】
第２の袋１２には、草木本１９の種子２１を含んだ基材２２が充填されている。この基材
２２には、現地の表土を混入することができる。こうすることによって、その土地におけ
る潜在的な自然植生の種子が発芽するため、早期に自然で多種多様な樹林が形成される。
種子２１から成長した草木本１９は、袋１２の多数の孔１３（図２）を通して外部に伸び
出るようになっている。
【００１９】
更に、緑化装置１の第２の袋１２の苗用ピット１７に木本２０のポット苗あるいはプラグ
苗を挿入することができ、これによって、多種多様の苗を植栽することができる。
【００２０】
この緑化装置１の第１の袋１１及び第２の袋１２に、客土材１８又は基材２２を充填する
ときは、例えば図４に示すように棒状部材２５を適宜な高さに保持し、緑化装置１の上側
のリング１５を棒状部材２５に係止することによって吊り下げる。これで、各袋１１、１
２の開口１４、１６が上方に向けられる。
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【００２１】
この状態で、同図の左側に示すように第１の袋１１には例えばミニバックホウ２６などで
開口１４から客土材１８を投入し、第２の袋１２には例えば厚層基材吹き付け機２７など
で開口１６から基材２２を投入する。これで、客土１８及び基材２２を簡単に充填するこ
とができる。
【００２２】
このようにして、客土材１８及び基材２２を充填した緑化装置１は、同図の右側に示すよ
うにそのまま棒状部材２５に吊り下げておくことによって、草木本１９及び木本２０があ
る程度成長するまで養生することができる。また、緑化装置１は、適宜な角度の傾斜地に
置いておくことによって養生することも可能であり、この場合には、切土法面３１（図５
）に敷設したときと同様な状態で草木本１９及び木本２０の芽吹きや根張りが形成される
。
【００２３】
この緑化装置１は、図５に示すように草木本１９及び木本２０がある程度成長した状態で
、地山３０を掘削して形成された切土法面３１に敷設することにより、切土法面３１を緑
化することができる。この場合には、切土法面３１に例えばロックアンカー３２などを打
ち込み、このロックアンカー３２にリング１５を固定する。また、第１の袋１１を下側に
配置し、第２の袋１２を上側に配置する。
【００２４】
　この緑化装置１は、切土法面３２の上側から下側にかけて順次敷設する。こうすると、
上方の緑化装置１の底部側のリング１５と、その直下の緑化装置１の上側のリング１５と
を同時に固定することができるので、施工能率を上げることができる。なお、切土法面３
１に緑化装置１を敷設した後に、緑化装置１の第２の袋１２の苗用ピット１７に木本２０
のポット苗（図示せず）或いはプラグ苗を挿入することもでき 。
【００２５】
横に隣接する緑化装置１、１は、図６に示すように例えば緑化装置１の長さの半分だけず
らして配置する。これによって、横に隣接する緑化装置１、１のリング１５、１５が千鳥
状に配置されるので、隣接するリング１５、１５が重なるのを防止でき、これによってリ
ング１５、１５を確実に固定することができる。
【００２６】
上述のように、本発明の緑化装置１は第１の袋１１の開口１４と第２の袋１２の開口１６
が同一の方向に向けられているので、客土材１８及び基材２２の充填が容易になる。また
、第１の袋１１に客土材１８が充填され、第２の袋１２に基材２２が充填されているので
、切土法面３１に敷設された後に強風雨が吹き付けたとしても、客土材１８及び基材２２
が流されてしまうのを防止することができる。したがって、切土法面３１の緑化を確実に
行うことができるため、緑化品質の確保が可能になる。更に、客土材１８及び基材２２の
厚さを適宜設定することにより、草木本１９及び木本２０を確実に植生することができる
。
【００２７】
また、本発明の切土法面の緑化工法は、上述の切土法面の緑化装置１を第２の袋１２を上
側にして切土法面３１に敷設するだけで、切土法面３１を緑化することができるので、緑
化工事と同時に切土法面３１を緑化することができると共に、施工期間の短縮及び施工工
数の低減が可能になる。
【００２８】
また、予め養生することにより草木本１９及び木本２０が適度に成育した緑化装置１を使
用することができるので、草木本１９及び木本２０の発芽時期に合わせて緑化工事を行う
必要がなく、任意の時期に緑化工事を行っても適正な植生を得ることができる。
【００２９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の切土法面の緑化装置によれば、第１の袋の開口と第２の袋
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の開口が同一の方向に向けられているので、客土材及び基材の充填が容易であり、製造が
容易になる。また、第１の袋に客土材が充填され、第２の袋に基材が充填されているので
、敷設後に強風雨が吹き付けたとしても客土材及び基材が流されてしまうのを防止できる
。したがって、切土法面を確実に緑化して緑化品質を確保することができる。
　

【００３０】
また、本発明の切土法面の緑化工法によれば、上述の切土法面の緑化装置を切土法面に敷
設するだけで切土法面を緑化することができるので、施工期間及び施工工数を大幅に短縮
することができる。更に、予め養生することによって草本又は木本がある程度成育した緑
化装置を使用することにより、切土法面の緑化を迅速に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る切土法面の緑化装置の断面図である。
【図２】本発明に係る切土法面の緑化装置の第１の袋及び第２の袋の素材を示す図である
。
【図３】図１のＡ矢視図である。
【図４】本発明に係る切土法面の緑化装置の客土材及び基材を充填する方法を示す図であ
る。
【図５】本発明に係る切土法面の緑化工法を説明する斜視図である。
【図６】本発明に係る切土法面の緑化装置の敷設方法を示す図である。
【符号の説明】
１　緑化装置
１１　第１の袋
１２　第２の袋
１３　孔
１４　第１の袋の開口
１６　第２の袋の開口
１８　客土材
１９　草木本
２０　木本
２１　種子
２２　基材
３０　地山
３１　切土法面
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本発明の緑化装置を切土法面の上側から下側にかけて順次敷設するとき、上方の緑化装
置の底部側のリングと、その直下の緑化装置の上側のリングとを同時に固定することがで
きるので、施工能率を上げることができる。



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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